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「エコアクション 21」の更新について 

 

１ 「エコアクション 21」とは 

「エコアクション 21」とは、平成８年に環境省が策定した環境マネジメントシステム

であり、環境経営システムの構築においては、計画の策定（Plan）、計画の実施（Do）、

取組状況の確認および評価（Check）および全体の評価と見直し（Action）のＰＤＣＡサ

イクルを基本とし、この結果を環境経営レポートとして公表する。 

豊島区では、平成 23年度に取り組みを開始し、平成 24年 8 月に区役所旧本庁舎、平

成 26 年 8 月に区役所別館・区民センター・生活産業プラザ等、現在、取得施設の累計

は 71 施設となっている。 

2 年に一度、更新審査、その間の年に中間審査を受審することとなっており、昨年度、

４回目の更新審査を受審した。 

 

２ 豊島区の「エコアクション 21」の取組み 

（１）代表者（区長）…エコアクション 21 に係る代表責任者、豊島区役所環境マネジ

メントシステムの全体評価及び見直し 

（２）環境管理責任者（環境清掃部長）…豊島区役所環境マネジメントシステムの周知、

運用等、実務上の責任者 

（３）事務局（環境政策課）…豊島区役所環境マネジメントシステムの推進、区施設の

エネルギー使用量の集計、内部監査の実施等 

（４）環境管理推進員（各課担当者）…各課環境目標の設定、その目標達成に向けた取

組みの推進等 

 

３ 更新審査 

9 月 11 日（金） 書類審査 

10 月 1 日（木） 開始会議、環境経営システムの構築・運用状況の審査 

10 月 2 日（金） 代表者インタビュー、現地審査（雑司が谷旧宣教師館、巣鴨図書

館、施設整備課、地域まちづくり課、文化観光課、環境政策課） 

10 月 5 日（月） 現地審査（ごみ減量推進課、リサイクルセンター、南池袋斎場、雑

司が谷公園）、審査結果の確認及び対応策の協議、終了会議 

 

４ 審査結果 

  「地方公共団体向けガイドライン」に適合、審査人より、エコアクション 21 中央事

務局の判定委員会に認証・登録の更新を推薦 

  更新審査報告書は別紙のとおり 

  認証・登録証は、令和 3年 1月に受領 
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